
宇部市 市⺠環境部
廃棄物対策課 ごみ減量推進係



目次

1. 事業系ごみの適正処理
排出事業者の処理責任

2. 事業系ごみの減量とリサイクル
事業系ごみの現状
紙ごみの減量と事例紹介
事業系一般廃棄物の資源化・減量化計画書

3. ⼀般廃棄物処理業の許可更新について



目次

1. 事業系ごみの適正処理
排出事業者の処理責任

2. 事業系ごみの減量とリサイクル
事業系ごみの現状
紙ごみの減量と事例紹介
事業系一般廃棄物の資源化・減量化計画書

3. ⼀般廃棄物処理業の許可更新について



事業系ごみとは

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に
おいて適正に処理しなければならない。

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条）

事業者の責務とは

4

事業系ごみの処理責任は、あくまで排出事業者にあります。
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事業系ごみの現状
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紙ごみの減量と事例紹介

出典︓（公）古紙再⽣促進センター

古紙は国内で発生する貴重な資源



出典︓（公）古紙再⽣促進センター

紙ごみの減量と事例紹介



宇部市の焼却場に搬入されたリサイクルが可能な紙ごみ
紙ごみの減量と事例紹介



11

①OA⽤紙の使⽤量を減らす
⇒FAXからメールへ切り替えなど（電⼦化の推進）

両面印刷、ミスコピ―等は裏紙として使⽤

紙ごみの減量と事例紹介
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②事業所内に紙類等のリサイクル場所を確保
⇒保管・リサイクルするという習慣を定着

紙ごみの減量と事例紹介
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③機密文書等でも、再生可能な材質の紙であれば、
シュレッダー処理することを徹底 → リサイクルへ

（使⽤した紙類は焼却処理しない）

紙ごみの減量と事例紹介
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事業系⼀般廃棄物の資源化・減量化計画書

計画書は宇部市公式ウェブサイトからダウンロードできます。（ウェブ番号１０１２４２３）



市政情報出前講座「事業所でできるごみダイエット」
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⼀般廃棄物処理業の許可更新について

⼀般廃棄物処理業の許可期間は2年間
更新を受けなければ期間の経過によって効⼒を失う

（廃掃法第7条第2項⼜は第７項、廃掃法施⾏令第4条の5⼜は第４条の８）

許可期間の経過後も業務を継続する場合は、
必ず更新申請を⾏ってください。



⼀般廃棄物実務者管理講習について
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引き続き、ごみの減量化・資源化・適正処理に
御協⼒をいただきますようお願いいたします。

宇部市 市⺠環境部 廃棄物対策課
収集業務係 TEL︓0836-33-7291
ごみ減量推進係TEL︓0836-34-8247
共 通 FAX︓0836-33-7294


